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1 

4 Ｂ 神奈川県 児童発達支援センターにお

ける食事提供方法について、

施設内調理以外の方法への

緩和 

保育所における外部搬入については５年以上前か

ら特区等の活用によって取り組まれてきており、児

童発達支援センターへの給食の外部搬入を認めて

もらいたい。外部搬入については、食育等に配慮し

ながらも、人口・予算規模に鑑み、地域の実情に応

じた運営がなされるように基準を緩和することに

より、児童発達支援センターの整備が促進され、障

害児及びその保護者がより身近な地域で専門性の

高い療育を受けられるようになることが求められ

る。 

提案団体の提案の実現に向けて、積極的な検討

を求める。 

27 Ｂ 長洲町 保育所等における保育士の

配置基準の緩和 

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（昭和 23

年 12 月 29 日厚生省令第 63 号）により、従うべき

基準として、保育所等における児童の人数及び年齢

に応じて定められる保育士配置基準について、年度

初日の前日となっている児童の年齢基準日を実年

齢に応じることも可能となるよう緩和を求める。 

提案団体の提案の実現に向けて、十分な検討を

求める。 

 

38 Ｂ 須坂市 待機児童発生時における保

育室等の居室面積基準の緩

和 

第一次地方分権一括法等により、標準とされている

保育所に係る居室の床面積基準の要件を、都市部だ

けではなく、待機児童が発生している、または、発

生の恐れのある地方都市においても一時的に適用

できるよう省令の改正を求める。 

提案団体の提案の実現に向けて、積極的な検討

を求める。 
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１ 子育て・介護・医療等 

（１）子育て（つづき） 

 管理

番号 

区

分 
団体名 

提案事項 

（事項名） 
求める措置の具体的内容 全国市長会意見 

1 

223 Ｂ 宇治市 保育所・認定こども園におけ

る代替職員の特例配置 

保育所・認定こども園において、突然の正規職員等

の退職や長期休業等により、急きょ保育士・保育教

諭の確保に努めたものの、緊急的な保育士・保育教

諭の確保ができなかった場合に、職員不足により待

機児童が発生するケースや、公定価格の減算対象と

なるケースに限り、保育士・保育教諭を確保するま

での間、類似の資格者や一定の経験を有する者とし

て市町村長が認める者（保育補助経験者等）を保育

士・保育教諭として代替配置することを可能とす

る。 

提案団体の提案の実現に向けて、十分な検討を

求める。 

なお、実現にあたっては、その年度間に限るな

ど、適切な措置を講じること。 

 

258 Ｂ 大阪府、京都

府、兵庫県、

和歌山県、大

阪市 

保育室等の居室面積基準の

緩和 

第一次地方分権一括法等により、標準となっている

保育所に係る居室の床面積基準の要件を、都市部だ

けではなく待機児童が発生している新興住宅地等

も適用できるよう見直しを求める。 

提案団体の提案の実現に向けて、積極的な検討

を求める。 

 

300 Ｂ 直方市 一時預かり事業に係る人員

基準の見直し 

一時預かり事業に係る人員配置要件の見直し 提案団体の提案の実現に向けて、十分な検討を

求める。 

なお、所管省からの回答が「現行制度により対

応可能」となっているが、事実関係について提

案団体との間で十分確認を行うべきである。 
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2 

13 Ｂ 豊川市 放課後児童支援員の要件の緩

和 

・児童福祉事業又は放課後児童健全育成事業に類似する事業

に従事した経験があり、放課後児童支援員となる場合に、高

等学校卒業者等の要件の範囲を中学校卒業者まで拡大する。 

・中学校卒業者について放課後児童支援員認定資格研修を受

講可能とする。 

提案団体の提案の実現に向けて、積極的な検討

を求める。 

 

25 Ｂ 長洲町 放課後児童クラブと放課後子

供教室を一体実施する際の職

員配置基準の緩和 

放課後児童クラブと放課後子供教室を一体実施する際の職

員配置基準の緩和 

104 Ｂ 岐阜県、本巣

市 

放課後児童支援員の配置数の

緩和 

中山間地域において、放課後児童支援員 1 人で実施可能とす

る。 

105 Ｂ 岐阜県、中津

川市 

放課後児童クラブの職員配置

要件の緩和 

併設する学校職員等との連携により放課後児童支援員 1 人

で放課後児童クラブを実施可能とする。 

161 Ｂ 全国知事会、

全国市長会、

全国町村会 

放課後児童健全育成事業の設

備及び運営に関する基準に係

る「従うべき基準」の廃止又は

参酌化 

放課後児童健全育成事業に従事する者の資格及びその員数

について、「従うべき基準」とされているものを、廃止又は

参酌すべき基準に見直すこと。 

185 Ｂ 半田市 放課後児童健全育成事業にお

ける、職員の資格制限に関する

規定の緩和 

中学校卒業者について放課後児童支援員認定資格研修を受

講可能とする 

302 Ｂ 出雲市 中学校卒業者について放課後

児童支援員認定資格研修を受

講可能とすること 

中学校卒業者について放課後児童支援員として勤務できる

よう見直し 

303 Ｂ 出雲市 児童厚生員に対する放課後児

童支援員の資格要件の緩和 

児童厚生員に対する放課後児童支援員の資格要件の緩和 

1
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3 

36 Ａ 松山市 幼保連携型以外の認定こど

も園の認定事務・権限の中核

市への移譲 

幼保連携型認定こども園の認可は中核市の権限と

なっているが、それ以外の認定こども園の認定等事

務について、中核市の所管とされたい。 

中核市への移譲については、手挙げ方式も含め

た積極的な検討を求める。 

253 Ａ 大阪府、京都

府、兵庫県、

和歌山県、関

西広域連合 

幼保連携型以外の認定こど

も園の認定事務・権限の中核

市への移譲 

幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認

定等事務・権限の移譲について、幼保連携型認定こ

ども園の認可と同様に中核市にも移譲する。 

4 

208 Ｂ 高岡市 子ども子育て支援法におけ

る支給認定の年齢区分の見

直し 

年度当初時点で満 2歳であり、年度途中で満 3歳に

達する保育を必要としない子どもについて、子ど

も・子育て支援法に基づく支給認定の対象とするこ

と 

提案団体の提案の実現に向けて、十分な検討を

求める。 

 

225 Ｂ 箕面市 特定教育施設・保育施設にお

ける定員減少時の市町村の

関与強化 

子ども・子育て支援法（平成２４年８月２２日法律

第６５号）第３５条第２項で規定される特定教育・

保育施設の設置者が定員を減少しようとするとき

に市町村長に対して行う届出を必要に応じて協議

とするよう求める。 

提案団体の提案の実現に向けて、積極的な検討

を求める。 

 

255 

 

 

 

 

 

Ｂ 大阪府、京都

府、兵庫県、

和歌山県、徳

島県、京都

市、大阪市、

神戸市、関西

広域連合 

子ども・子育て支援法におけ

る特定教育・保育施設の定員

設定や定員変更を行う場合

の都道府県知事への協議に

かかる事務負担の軽減 

子ども・子育て支援法における特定教育・保育施設

の定員設定や定員変更を行う場合の都道府県知事

への「協議」について、「届出」に見直すなど、義

務付けの緩和をすること。 

提案団体の提案の実現に向けて、積極的な検討

を求める。 
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4 

290 Ｂ 和歌山県、橋

本市、御坊

市、紀の川

市、岩出市、

かつらぎ町、

九度山町、湯

浅町、有田川

町、京都府、

大阪府、兵庫

県、徳島県、

大阪市、神戸

市、関西広域

連合 

子ども・子育て支援法におけ

る支給認定の職権変更事務

の簡素化 

子ども・子育て支援法における支給認定について、

第３号から第２号への職権変更認定の時点を、年度

当初の４月１日など、一定の基準日を設ける。 

提案団体の提案の実現に向けて、積極的な検討

を求める。 

 

5 

31 Ｂ 高知県 子育て援助活動支援事業（フ

ァミリー・サポート・センタ

ー事業）の子どもの預かり場

所の見直し 

子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・

センター事業）の子どもの預かり場所について、自

宅以外のセンターが借り上げた施設においても預

かりを可能とすること 

提案団体の提案の実現に向けて、積極的な検討

を求める。 

 

89 Ｂ 高知県 子育て援助活動支援事業（フ

ァミリー・サポート・センタ

ー事業）の登録人数要件の見

直し 

地方の実情に応じ、会員数 50人未満の小規模な子

育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・セ

ンター事業）についても運営が可能な制度とするこ

と 

6 

72 Ｂ 越谷市 家庭的保育事業等における

連携施設の要件緩和 

家庭的保育事業･小規模保育事業･小規模型事業所

内保育事業が確保すべき連携について、「代替保育

の提供」を任意項目とする。 

提案団体の提案の実現に向けて、積極的な検討

を求める。 

 

1
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7 

159 Ｂ 奈良県 幼稚園等に課されている設

置者管理主義の緩和 

幼稚園等に課されている設置者管理の制限を廃止

し、地方公共団体が設置する公立幼稚園について、

既存の私立幼稚園等へ管理業務の委託を可能とす

るとともに、地方独立行政法人へ管理業務の委託が

可能となるよう地方独立行政法人の業務範囲を拡

大する等の緩和を行う。 

提案団体の提案の実現に向けて、積極的な検討

を求める。 

 

8 

271 Ｂ 兵庫県、滋賀

県、京都府、

和歌山県、鳥

取県、徳島

県、京都市 

児童養護施設における看護

師配置の基準の緩和 

国において、児童養護施設の小規模化等を推進して

いるなか、児童入所施設措置費等国庫負担金におけ

る看護師加算を受ける要件は、「医療的ケアを必要

とする児童が 15人以上」で据え置かれており、医

療的ケアの実施に支障が生じていることから、医療

的ケアを必要とする児童が 15人以上という要件を

児童養護施設等の小規模化に対応できるよう大幅

に見直すこと。 

提案団体の提案の実現に向けて、十分な検討を

求める。 

 

9 

186 Ｂ 奥州市 児童扶養手当受給者が公的

年金給付金を遡及受給した

際の事務負担の軽減 

児童扶養手当受給者が公的年金給付を遡及して受

給し、公的年金給付額が児童扶養手当額を上回った

場合、児童扶養手当と公的年金給付の重複期間につ

いては、遡って手当を返還させる必要があるため、

公的年金給付の支給額から児童扶養手当返還額を

差し引いた額を受給者へ支給できるようにされた

い。 

提案団体の提案の実現に向けて、積極的な検

討を求める。 

 

10 

106 Ｂ 大阪市 認定こども園等における保

育料に対する徴収権限の強

化 

認定こども園等において過年度分保育料を遡及し

て変更する場合の徴収方法に関する規制緩和 

提案団体の意見を十分に尊重されたい。 
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11 

76 Ｂ 伊丹市 児童手当における学校給食

費の徴収権限の強化 

児童手当法第 22条第 1項の規定による保育所等の

保育料に係る児童手当からの特別徴収について、学

校給食費等にも適用拡大を求める。また、学校給食

費等滞納金についても、強制徴収ができるよう包括

的な制度の見直しを求める。 

提案団体の提案の実現に向けて、十分な検討

を求める。 

 

153 Ｂ 徳島県、滋賀

県、京都府、

大阪府、兵庫

県、和歌山

県、鳥取県、

京都市、関西

広域連合 

学校給食費に係る既存の支

援制度の見直し 

学校給食を安定的に実施するため、経済的に困窮し

ている世帯に実施している各種支援制度による就

学援助費のうち学校給食費相当額について、保護者

の委任状なしに直接学校等へ交付できるよう制度

の見直しをする。 

提案団体の提案の実現に向けて、積極的な検

討を求める。 

なお、所管省からの回答が「現行規定により

対応可能」となっているが、十分な周知を行

うこと。 

 

226 Ｂ 横浜市 学校給食費における私人へ

の徴収委託の実現 

学校給食費における私人への徴収委託を行えるよ

う、次のいずれかの対応を行うことが必要です。 

 

①地方自治法施行令を改正し、第 158条第１項の限

定列挙に債権名を追加する 

 

②学校給食法を改正し、私人への徴収委託を可能と

する規定を設ける 

提案団体の提案の実現に向けて、積極的な検

討を求める。 

なお、所管省からの回答が「現行規定により

可能」となっているが、十分な周知を行うこ

と。 
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13 

14 Ｂ 狛江市 小規模多機能型居宅介護の

日中の通いサービスに係る

従業者の員数の基準の緩和 

小規模多機能型居宅介護の日中の通いサービスに

係る従業者の員数の基準を緩和する。 

利用者への影響等に配慮しつつ、提案団体の

意見を十分に尊重されたい。 

 

99 Ａ 鳥取県、中国

地方知事会、

京都府、大阪

府、兵庫県、

和歌山県、徳

島県 

指定小規模多機能型居宅介

護事業者の代表者の「従うべ

き基準」に基づく要件（研修

修了）を緩和する。 

指定小規模多機能型居宅介護事業者の代表者の「従

うべき基準」に基づく要件（研修修了）を緩和する。 

提案団体の提案の実現に向けて、十分な検討

を求める。 

 

14 

 

15 Ｂ 狛江市 訪問介護のサービス提供責

任者の人員に関する基準の

緩和 

訪問介護のサービス提供責任者について、介護予

防・日常生活支援総合事業（以下「総合事業」とい

う。）の訪問型サービスＡとの兼務が可能となるよ

う基準を緩和する。 

※総合事業の現行の訪問介護相当のサービスにつ

いても同様に訪問型サービス Aとの兼務が可能とな

るよう基準を緩和する。 

提案団体の提案の実現に向けて、積極的な検

討を求める。 

なお、所管省からの回答が「現行規定により

対応可能」となっているが、文書により十分

な周知を行うこと。 

 

207 Ｂ 八王子市 訪問介護におけるサービス

提供責任者の兼務対象事業

について規制緩和 

訪問介護におけるサービス提供責任者の兼務対象

事業について規制緩和を求める。 
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全国市長会意見                                                      平成 29 年 9 月 1 日 

 

１ 子育て・介護・医療等 

（２）介護・医療等（つづき） 

 管理

番号 

区

分 
団体名 

提案事項 

（事項名） 
求める措置の具体的内容 全国市長会意見 

15 

49 Ａ 九州地方知

事会 

介護サービス事業者の業務

管理体制の整備に関する届

出受理等事務の都道府県か

ら中核市への移譲 

業務管理体制の整備に関する事項の届出先は都道

府県(地域密着型は市町村）とされており、中核市

に業務管理体制の整備に関する監督権限がないた

め、介護サービス事業所の指定権限と一体的な運用

が可能となるよう中核市への届出とする制度に改

めることを求める。 

手挙げ方式も含めた検討を求める。 

なお、所管省からの回答が「現行規定により

対応可能」となっているが、十分な周知を行

うこと。 

 

154 Ｂ 金沢市 介護サービス事業者の業務

管理体制の監督権限を中核

市へ移譲 

全ての事業所が１つの中核市の区域に所在する場

合の介護サービス事業者の業務管理体制の監督権

限を中核市に移譲する。 

175 Ａ 山口県、中国

地方知事会 

介護サービス事業者の業務

管理体制の整備に関する届

出受理等事務の都道府県か

ら中核市への移譲 

業務管理体制の整備に関する事項の届出先は県(地

域密着型は市町村）とされ、中核市に業務管理体制

の整備に関する監督権限がないため、介護サービス

事業所の指定権限と一体的な運用が可能となるよ

う中核市への届出とする制度に改める。 

16 

79 Ｂ 宮城県、山形

県、広島県 

介護支援専門員の登録消除

における都道府県知事の裁

量権の付与 

介護保険法第 69条の 39第 3項第 3号による介護支

援専門員の登録消除における都道府県知事の裁量

権の付与（「消除しなければならない」→「消除す

ることができる」又は同法第 69条の 39第 3項第 3

号の規定を第 69条の 39第 2項に移す） 

提案団体の提案の実現に向けて、積極的な検

討を求める。 

 

80 Ｂ 宮城県、山形

県、広島県 

介護支援専門員の登録の欠

格期間の緩和 

介護保険法第 69条の 2第 1項第 6号及び第 7号に

よる介護支援専門員の登録の欠格期間を（社会福祉

士の欠格期間と同様に 5年→2年に）緩和する。 

提案団体の意見を十分に尊重されたい。 
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全国市長会意見                                                      平成 29 年 9 月 1 日 

 

１ 子育て・介護・医療等 

（２）介護・医療等（つづき） 

 管理

番号 

区

分 
団体名 

提案事項 

（事項名） 
求める措置の具体的内容 全国市長会意見 

17 

279 Ｂ 兵庫県、多可

町、滋賀県、

和歌山県、鳥

取県、徳島県 

へき地診療所における管理

者の常勤要件の緩和 

診療所の管理者は医師であることが求められてお

り、管理者が療養等により一定期間不在となった場

合、他の医師が管理者となる。 

しかし、管理者には常勤要件があるため、診療時間

内は当該診療所で勤務する必要があるが、当該診療

所に勤務していない場合でも、管理者と代診医等と

が常時連絡を取れる体制の整備を条件に、管理者の

常勤要件を緩和すること。 

提案団体の提案の実現に向けて、積極的な検

討を求める。 

 

18 

197 Ａ 広島市 喀痰吸引等業務に関する登

録事務の指定都市への権限

移譲 

喀痰吸引等業務に関する都道府県知事の登録事務

について指定都市への権限移譲を求める。 

都道府県から確実に情報提供される仕組を構

築することを前提に、提案団体の提案の実現

に向けて、十分な検討を求める。 

19 

182 Ｂ 長野県 介護福祉士国家試験受験資

格の柔軟化 

福祉系の学科・コースを持つ高等学校で取得した単

位と卒業後に介護福祉士養成施設で取得した単位

を通算することで、必要な指定科目を終了したとみ

なし、介護福祉士国家試験受験資格を得られるよう

にする。 

提案団体の提案の実現に向けて、積極的な検

討を求める。 

 

232 Ｂ 京都府、大阪

府、兵庫県、

和歌山県、鳥

取県、徳島

県、京都市 

介護福祉士試験受験資格に

必要な「介護福祉士実務者研

修」の受講時間見直し 

介護福祉士試験受験資格に必要な「介護福祉士実務

者研修」の受講時間を短縮する。 
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全国市長会意見                                                      平成 29 年 9 月 1 日 

 

 

１ 子育て・介護・医療等 

（２）介護・医療等（つづき） 

 管理

番号 

区

分 
団体名 

提案事項 

（事項名） 
求める措置の具体的内容 全国市長会意見 

20 

52 Ａ 九州地方知

事会 

生活保護の決定及び実施に

関する審査請求に係る裁決

権限の道府県から指定都市

への移譲 

生活保護の決定及び実施に関する審査請求に係る

裁決権限を道府県から指定都市へ移譲することを

求める。 

提案団体の意見を十分に尊重されたい。 

 

190 Ｂ 岐阜市 生活保護法第 7条に規定す

る保護申請者の追加。 

生活保護法第 7条に規定する保護申請者に、成年後

見人を加えるよう規定を改められたい。 

提案団体の提案の実現に向けて、積極的な検

討を求める。 

298 Ｂ 郡山市 生活保護法第 78条の 2の保

護金品等の調整時における

上限額への弾力的運用 

生活保護法第 78条の 2による費用徴収における保

護金品等との調整の中で定められている上限につ

いて、保護受給者の同意と福祉事務所の判断があれ

ば裁量を加えられるようにしたい。 

提案団体の提案の実現に向けて、十分な検討

を求める。 

なお、被保護者の最低生活の保障が確保され

るよう留意すること。 

21 
212 Ｂ 指定都市市

長会 

無料定額宿泊事業に係る届

出制を許認可制に変更 

無料低額宿泊事業に係る「届出制」を「許認可制」

に見直すこと。 

提案団体の提案の実現に向けて、積極的な検

討を求める。 
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全国市長会意見                                                      平成 29 年 9 月 1 日 

 

１ 子育て・介護・医療等 

（３）社会保障分野におけるマイナンバー利用 

 管理

番号 

区

分 
団体名 

提案事項 

（事項名） 
求める措置の具体的内容 全国市長会意見 

22 

19 Ｂ 豊田市 予防接種法による給付の支

給又は実費の徴収に関する

事務において情報連携によ

り照会可能な特定個人情報

の追加 

行政手続における特定の個人を識別するための番

号の利用等に関する法律において、情報連携が必要

な事務について別表第２で整理がされている。 

別表第２の項番１８に係る主務省令第１３条第２

項に記載されている事務を処理するために情報連

携できる特定個人情報は、道府県民税又は市町村民

税に関する情報及び住民票関係情報に限られてい

る。 

しかし、当該事務を処理するに当たっては、生活保

護関係情報及び中国残留邦人等支援給付等関係情

報の連携が必要となるため、これらの特定個人情報

も利用できるよう緩和をお願いする。 

提案団体の提案の実現に向けて、積極的な検

討を求める。 

 

20 Ｂ 豊田市 予防接種法による予防接種

の実施に関する事務におい

て情報連携により照会可能

な特定個人情報の追加 

行政手続における特定の個人を識別するための番

号の利用等に関する法律において、情報連携が必要

な事務について別表第２で整理がされている。 

別表第２の項番１６の２の項に係る主務省令第１

２条の２に記載されている事務を処理するために

情報連携できる特定個人情報は、予防接種に関する

記録に関する情報等がある。 

しかし、予防接種の実施にあたり、予防接種法施行

令で定める B類疾病の対象者のうち、６０歳以上６

５歳未満の対象者選定を行うに当たっては、身体障

害者手帳に関する情報の連携が必要となるため、こ

れらの特定個人情報も利用できるよう緩和をお願

いする。 
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全国市長会意見                                                      平成 29 年 9 月 1 日 

 

１ 子育て・介護・医療等 

（３）社会保障分野におけるマイナンバー利用（つづき） 

 管理

番号 

区

分 
団体名 

提案事項 

（事項名） 
求める措置の具体的内容 全国市長会意見 

22 

53 Ｂ 九州地方知

事会、九州・

山口各県の

全市町村 

マイナンバー制度の活用を

図るための社会保障制度に

おける所得要件の見直し（母

子保健法第二十条による養

育医療の給付） 

母子保健法第二十条により養育医療の給付を行っ

た場合の費用の徴収基準額の基礎を、所得税額から

市町村民税所得割額に改めることを求める。 

提案団体の提案の実現に向けて、積極的な検

討を求める。 

 

54 Ｂ 九州地方知

事会 

マイナンバー制度の活用を

図るための社会保障制度に

おける所得要件の見直し（児

童福祉法第二十条による療

育の給付） 

児童福祉法第二十条により療育の給付を行った場

合の費用の徴収基準額の基礎を、所得税額から市町

村民税所得割額に改めることを求める。 

55 Ｂ 九州地方知

事会 

マイナンバー制度の活用を

図るための社会保障制度に

おける所得要件の見直し（児

童福祉法による児童入所施

設措置費及び障害児入所措

置費） 

（１）児童福祉法による児童入所施設措置費及び障

害児入所措置費の対象となる費用の徴収基準額の

基礎を、所得税額から市町村民税所得割額に改める

ことを求める。 

（２）加えて、情報提供ネットワークシステムによ

り地方税関係情報を情報照会できるように以下の

措置を求める。 

①地方税法上の守秘義務を解除した上での情報連

携の方策について検討を行う。 

②必要な特定個人情報の入手が可能となるよう、番

号法別表第二主務省令第十二条に地方税関係情報

の規定を追加するとともにデータ標準レイアウト

の改訂を行う。 
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全国市長会意見                                                      平成 29 年 9 月 1 日 

 

１ 子育て・介護・医療等 

（３）社会保障分野におけるマイナンバー利用（つづき） 

 管理

番号 

区

分 
団体名 

提案事項 

（事項名） 
求める措置の具体的内容 全国市長会意見 

22 

56 Ｂ 九州地方知

事会、九州・

山口各県の

全市町村 

マイナンバー制度の活用を

図るための社会保障制度に

おける所得要件の見直し（児

童福祉法第二十一条の六に

よるやむを得ない事由によ

る措置） 

（１）児童福祉法第二十一条の六によりやむを得ない事

由による措置を行った場合の徴収基準額の基礎を、所得

税額から市町村民税所得割額に改めることを求める。 

（２）加えて、情報提供ネットワークシステムにより地

方税関係情報を情報照会できるように以下の措置を求め

る。 

①地方税法上の守秘義務を解除した上での情報連携の方

策について検討を行う。 

②必要な特定個人情報の入手が可能となるよう、番号法

別表第二主務省令第九条に地方税関係情報の規定を追加

するとともにデータ標準レイアウトの改訂を行う。 

提案団体の提案の実現に向けて、積極的な検

討を求める。 

 

57 Ｂ 九州地方知

事会、九州・

山口各県の

全市町村 

マイナンバー制度の活用を

図るための社会保障制度に

おける所得要件の見直し（身

体障害者福祉法第十八条第

一項若しくは第二項及び知

的障害者福祉法第十五条の

四若しくは第十六条第一項

第二号によるやむを得ない

事由による措置） 

（１）身体障害者福祉法第十八条第一項若しくは第二項

及び知的障害者福祉法第十五条の四若しくは第十六条第

一項第二号によりやむを得ない事由による措置を行った

場合の徴収基準額の基礎を、所得税額から市町村民税所

得割額に改めることを求める。 

（２）加えて、情報提供ネットワークシステムにより地

方税関係情報を情報照会できるように以下の措置を求め

る。 

①番号法別表第二の第四欄に地方税関係情報を新たに規

定する。 

②地方税法上の守秘義務を解除した上での情報連携の方

策について検討を行う。 

③必要な特定個人情報の入手が可能となるよう、番号法

別表第二主務省令第十四条及び第二十七条に地方税関係

情報の規定を追加するとともにデータ標準レイアウトの

改訂を行う。 
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全国市長会意見                                                      平成 29 年 9 月 1 日 

 

１ 子育て・介護・医療等 

（３）社会保障分野におけるマイナンバー利用（つづき） 

 管理

番号 

区

分 
団体名 

提案事項 

（事項名） 
求める措置の具体的内容 全国市長会意見 

22 

58 Ｂ 九州地方知

事会、九州・

山口各県の

全市町村 

マイナンバー制度の活用を

図るための社会保障制度に

おける所得要件の見直し（老

人福祉法第十一条による措

置） 

（１）老人福祉法第十一条による措置を行った場合

の徴収基準額の基礎を所得税額から市町村民税所

得割額に改めることを求める。 

（２）加えて、情報提供ネットワークシステムによ

り地方税関係情報を情報照会できるように以下の

措置を求める。 

①地方税法上の守秘義務を解除した上での情報連

携の方策について検討を行う。 

②徴収基準額の認定に必要な特定個人情報の入手

が可能となるよう、番号法別表第二主務省令第三十

三条に地方税関係情報の規定を追加するとともに

データ標準レイアウトの改訂を行う。 

提案団体の提案の実現に向けて、積極的な検

討を求める。 

 

249 Ｂ 千葉県 指定難病・小児慢性特定疾病

医療費申請においてマイナ

ンバー制度を活用した情報

連携項目の追加 

マイナンバーによる情報連携で、指定難病及び小児

慢性特定医療費助成制度の事務で、以下の項目を収

集可能としていただきたい。 

①保険情報 

（加入情報（受診者が何の保険に加入しているのか

に関する情報）） 

 

②収入情報 

（障害年金関係情報） 
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全国市長会意見                                                      平成 29 年 9 月 1 日 

 

２ 地方創生分野 

（１）地域交通・まちづくり 

 管理

番号 

区

分 
団体名 

提案事項 

（事項名） 
求める措置の具体的内容 全国市長会意見 

23 

23 Ｂ 上越市 市町村運営有償運送におけ

る持ち込み車両の使用を可

能にする 

市町村運営有償運送で使用する車両について、運行

委託先の企業等が用意する車両を使用することが

できることとして頂きたい。 

提案団体の提案の実現に向けて、積極的な検

討を求める。 

77 Ｂ 全国市長会 道路運送法 21条に基づく実

証運行期間の緩和 

道路運送法第 21条第 2号による実証運行実験にお

いては、運行期間が１年以下でなければ許可がでな

いこととなっているが、地方自治体が地域公共交通

の維持・再編を目的として実施する実証運行路線と

位置づけられる場合には、運行期間の延長等の柔軟

な取扱いを可能とすること。 

94 Ｂ 鳥取県、中国

地方知事会、

滋賀県、京都

府、兵庫県、

和歌山県、徳

島県、京都

市、堺市 

乗用タクシーによる貨物の

有償運送を可能とするため

の規制緩和 

既存の貨物自動車運送事業者だけでは当該地域内

の住民に係る貨物運送サービスの維持・確保が困難

な過疎地域等において、当該地域の貨物自動車運送

事業者の事業運営に支障がないと地域公共交通会

議で認められ、協議が整った場合には、乗用タクシ

ーにおいても少量貨物の有償運送を可能とする。 

96 Ｂ 鳥取県、滋賀

県、京都府、

兵庫県、和歌

山県、徳島

県、岡山県、

広島県、山口

県 

コミュニティバス等が路線

バス停留所を利用する場合

の基準の明確化 

当該地域の地域公共交通関係者間で合意が得られ

た場合は、路線定期運行バスの停留所に、区域運行

や自家用有償旅客運送事業等の車両も停車できる

ことを明確化するとともに、地方公共団体等に周知

すること。 
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全国市長会意見                                                      平成 29 年 9 月 1 日 

 

２ 地方創生分野 

（１）地域交通・まちづくり（つづき） 

 管理

番号 

区

分 
団体名 

提案事項 

（事項名） 
求める措置の具体的内容 全国市長会意見 

23 

162 Ｂ 全国知事会 

全国市長会 

全国町村会 

コミュニティバス等が路線

バス停留所を利用する場合

の基準の明確化 

当該地域の地域公共交通関係者間で合意が得られ

た場合は、路線定期運行バスの停留所に、区域運行

や自家用有償旅客運送事業等の車両も停車できる

ことを明確化するとともに、地方公共団体等に周知

すること。 

提案団体の提案の実現に向けて、積極的な検

討を求める。 

 

202 Ｂ 新潟市 道路運送法 21条に基づく実

証実験の１年要件の緩和 

社会実験による一般乗合旅客自動車運送について

は、道路運送法第 21条第 2号に基づき、「一時的

な需要のために国土交通大臣の許可を受けて地域

及び期間を限定して行うもの」として、平成 18年 9

月 15日付け通達「一般貸切旅客自動車運送事業者

及び一般乗用旅客自動車運送事業者による乗合旅

客の運送の許可の取扱いについて」により、実証実

験等に限定して原則として 1年以下の期限を付して

許可されているが、地方自治体が地域公共交通の維

持・再編を目的として実施する実証運行路線として

位置付けられる場合は、実証実験としての許可期限

を 3年以下に緩和することを求めるもの。 

203 Ｂ 新潟市 地域公共交通会議において

協議すべき案件の規制緩和 

地域公共交通会議で協議が調った一般乗合旅客自

動車運送については、運賃や路線等を変更しようと

するときに、地域公共交通会議での協議を調え運輸

局へ届けるが、すでに協議が調っている路線の軽微

な変更については、基準を明確にした上で地域公共

交通会議において同意を得ることなく運輸局へ届

けられるようにすることを求めるもの。 

提案団体の提案の実現に向けて、積極的な検

討を求めること。 

なお、所管省からの回答が「現行法により対

応可能」となっているが、事実関係について

提案団体との間で十分確認を行うべきであ

る。 
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全国市長会意見                                                      平成 29 年 9 月 1 日 

 

２ 地方創生分野 

（１）地域交通・まちづくり（つづき） 

 管理

番号 

区

分 
団体名 

提案事項 

（事項名） 
求める措置の具体的内容 全国市長会意見 

23 

275 Ｂ 兵庫県、洲本

市 

コミュニティバスの導入に

おける地域公共交通会議の

取扱いの見直し 

①交通空白地の解消を図るというコミュニティバ

スの導入の趣旨を踏まえ、コミュニティバスの導入

に当たっては、地域公共交通会議の合意が無くても

許認可を可能とすること。 

 

②地域公共交通会議における協議は、既存事業者か

ら調整の申し入れがあった場合に限ること。 

 その際は、地域公共交通会議において地域住民を

含む一定数の賛成が得られれば、会議の合意が成立

したとみなす取扱いを可能とすること。 

提案団体の提案の実現に向けて、十分な検討

を求める。 

なお、所管省からの回答が「現行法により対

応可能」となっているが、事実関係について

提案団体との間で十分確認を行うべきであ

る。 

 

24 

248 Ａ 静岡県 自動車運転代行業に係る指

導・監督を円滑に行うための

制度の見直し 

自動車運転代行業について、「自動車運転代行業の

業務の適正化に関する法律」や条例等で保険の支払

い状況の報告の義務化や最低利用料金を規定する

等、自動車運転代行業の安全と質を確保し、利用者

の保護を図るため、都道府県が適切な指導・監督を

行える制度づくりを検討すること。 

意見なし 

 

25 

201 Ｂ 広島市 道路占用許可に係る基準の

弾力化 

道路管理者が地方公共団体等と協議の上、適切と認

める場合には、都市再生特別措置法によることな

く、無余地性の原則が緩和できるよう、道路占用許

可基準の弾力化を求める。 

提案団体の意見を十分に尊重されたい。 

なお、所管省からの回答が「現行法により対

応可能」となっているが、事実関係について

提案団体との間で十分確認を行うべきであ

る。 

26 

209 Ｂ 特別区長会 駅前広場等における立体道

路制度の道路の適用要件の

緩和 

駅前広場等において立体道路制度を活用するため、

交通結節点を対象として、都市計画法第 12の 11及

び建築基準法第 44条第１項第３号において自動車

専用道路及び特定高架道路等に限定されている道

路の適用要件を緩和すること。 

提案団体の提案の実現に向けて、十分な検討

を求める。 

なお、事実関係について提案団体との間で十

分確認を行うべきである。 

 

2
6
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２ 地方創生分野 

（１）地域交通・まちづくり（つづき） 

 管理

番号 

区

分 
団体名 

提案事項 

（事項名） 
求める措置の具体的内容 全国市長会意見 

27 

10 Ｂ 長崎市 駐車場法施行令第７条第２

項第１号の適用除外項目の

拡大 

駐車場法施行令第７条に規定されている駐車場出

入口設置に係る基準について、第２項に規定されて

いる適用除外の項目を拡大すること。 

提案団体の提案の実現に向けて、積極的な検

討を求める。 
 

29 

22 Ｂ 豊田市 水道法に基づく給水区域の

縮小に係る許可基準の明確

化 

水道法において、区域内から給水申請の申し込みが

あった場合、地形等の諸条件から上水道管の新設ま

たは施設の増設に膨大な費用がかかることが想定

されても、拒否することができないと定められてい

る。そこで、水道法に基づく給水区域縮小に係る許

可基準の明確化を求める。 

提案団体の提案の実現に向けて、積極的な検

討を求める。 

30 

87 Ｂ 宮城県、広島

県 

甲種農地の転用等の許可に

係る土地収用法関連要件の

緩和 

甲種農地に係る転用等の許可について、現行、土地

収用法第２６条第１項の規定による告示が要件と

されているが、土地収用法その他の法律により土地

を収用し，又は使用することができる場合に係る転

用等については、土地収用法第２６条第１項の規定

による告示要件を、不要としていただきたい。 

提案団体の提案の実現に向けて、積極的な検

討を求める。 
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全国市長会意見                                                      平成 29 年 9 月 1 日 

 

 

２ 地方創生分野 

（２）地域資源の利活用等 

 管理

番号 

区

分 
団体名 

提案事項 

（事項名） 
求める措置の具体的内容 全国市長会意見 

31 

273 Ｂ 兵庫県、洲本

市、和歌山

県、鳥取県、

徳島県、堺市 

空き家等の適正管理に向けた

空家等対策の推進に関する特

別法の見直し（管理責任者指

定規定の創設） 

空き家の管理について、法定相続人間で管理者を定め

ることが調整できない場合は、地方自治体が法定相続

人の中から管理責任者を指定できるようにすること 

慎重に検討されたい。 

ただし、支障事例が多数あるため、当案を含

め、解決策を積極的に検討すること。 

 

310 Ｂ 中津川市 所有者を特定することが困難

な土地について、公共事業に

係る用地取得の際の手続きの

緩和 

公共事業に係る用地取得の際に、長期間相続登記がな

されていないなど、所有者を特定することが困難な土

地については、地方公共団体が所有者不明のままで土

地利用権を設定し、必要な施設整備を行うことができ

る仕組みを構築するなど、必要となる手続きの簡素化

を求める。 

提案団体の提案の実現に向けて、積極的な検

討を求める。 
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全国市長会意見                                                      平成 29 年 9 月 1 日 

 

 

２ 地方創生分野 

（２）地域資源の利活用等（つづき） 

 管理

番号 

区

分 
団体名 

提案事項 

（事項名） 
求める措置の具体的内容 全国市長会意見 

32 

60 Ｂ 掛川市、袋井

市 

公営住宅法第 47条に規定さ

れている「管理代行制度」の

拡充 

管理代行制度の対象が、現行法上では公営住宅法第

２条第２号に掲げる公営住宅又はその共同施設に

限定されている。 

この条件について、改良住宅、従前居住者用賃貸住

宅（再開発住宅・住環境整備モデル住宅等）や、自

治体が独自に整備した住宅等についても、管理代行

の適用を受けることを可能とすること 

提案団体の提案の実現に向けて、積極的な検

討を求める。 

 

173 Ｂ 埼玉県 県が独自に整備した住宅の

「公営住宅」への転用 

 建設・買取り・借上げに整備手法を限定している

公営住宅法等の規定を改正し、特定公共賃貸住宅

や、地方公共団体が独自に整備した賃貸住宅や職員

住宅など、公営住宅法に基づかずに整備された住宅

（以下「その他住宅」という）について、公営住宅

法に基づく公営住宅への転用を可能とする。 

 なお、民間住宅については買取りや借上げにより

公営住宅にすることができるのに対して、自己保有

のその他住宅については公営住宅に転用できない

とする合理的理由はないと考える。 

34 

61 Ｂ 愛知県 ＰＦＩ事業により将来の用

途廃止が確定している行政

財産（土地）に係る売払い制

限の緩和 

ＰＦＩ事業契約が締結され、将来、公共又は公共用

に供されないことが確定している行政財産（土地）

については、現に建屋が存在し、行政サービスが提

供されている間においても、売払いを可能とするこ

と。 

提案団体の提案の実現に向けて、十分な検討

を求める。 

なお、所管省からの回答が「現行法により対

応可能」となっているが、十分な周知を行う

こと。 
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２ 地方創生分野 

（２）地域資源の利活用等（つづき） 

 管理

番号 

区

分 
団体名 

提案事項 

（事項名） 
求める措置の具体的内容 全国市長会意見 

35 

294 Ｂ 多可町 市民農園を開設できる者の

要件の緩和 

法人格を持たない集落等の任意団体についても、市

民農園の開設主体となれるようにしていただきた

い。 

提案団体の提案の実現に向けて、十分な検討

を求める。 

なお、所管省からの回答が「現行規定により

対応可能」となっているが、事実関係につい

て提案団体との間で十分確認を行うべきであ

る。 

36 

277 Ｂ 兵庫県、多可

町、滋賀県、

京都府、和歌

山県、鳥取

県、京都市、

関西広域連

合 

農業集落排水処理施設で排

水処理が可能な業種の拡大 

地方創生の実現に向け、地域資源を活用した６次産

業化等を推進するため、農業集落排水処理施設で排

水処理が可能な業種について、排出量、排水の性状

及び特性から合併浄化槽で処理可能な雑排水とし

て扱っても特段支障の無いと認められる場合は、畜

産食料品製造業や酒類製造業等の排水を処理可能

とすること。 

提案団体の提案の実現に向けて、積極的な検

討を求める。 

なお、所管省からの回答が「現行規定で対応

可能」となっているが、十分な周知を行うこ

と。 

37 

40 Ｂ 栃木県 土壌汚染のおそれがない土

地の改変などに関し、土壌汚

染対策法第４条第１項に基

づく届出義務の廃止 

 土壌汚染対策法第４条第１項の運用において、通

常、人が踏み入らない土地又は汚染のないことが明

らかになっている土地における土地の形質変更な

ど、人の健康を保護する上で影響を及ぼすことのな

い行為は届出不要とすること。 

 具体的には、法施行規則で定める届出不要な行為

として保安林内で行われる治山工事や、環境影響評

価法に基づく調査等で汚染のないことが明らかに

なっている土地における工場の建設等に伴う土地

の改変などは、届出が不要な行為として支障ないと

考える。 

提案団体の提案の実現に向けて、十分な検討

を求める。 
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２ 地方創生分野 

（２）地域資源の利活用等（つづき） 

 管理

番号 

区

分 
団体名 

提案事項 

（事項名） 
求める措置の具体的内容 全国市長会意見 

38 

252 Ａ 千葉県 国定公園の公園計画変更に

係る事務権限の移譲 
 国定公園の公園計画の変更について、既に公園計

画に位置付けられている施設の業態変更等軽微な

変更の場合について、計画変更の判断権限を移譲し

ていただきたい。 

 また、国の関与を残すにしても、軽微な変更の場

合には、原則として自治体の判断を尊重し、速やか

に計画変更する制度構造に改めていただきたい。 

意見なし 

 

39 

183 Ｂ 鳥取県、山口

県、徳島県 

文化財保護行政の所管組織の

選択制 

 現在、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」

及び「文化財保護法」により教育委員会が所管するこ

ととなっている文化財保護行政について、地方自治体

の選択に従い首長部局でも所管できるようにする。 

提案団体の提案の実現に向けて、積極的な検

討を求める。 

 

224 Ｂ 大分県 文化財を活用した観光振興、

地域振興を図るための法制の

見直し 

文化財の保護に関する事務を都道府県知事の直接実施

できるよう、地教行法（地方教育行政の組織及び運営

に関する法律）の改正を求めるもの。具体的には、条

例の定めるところにより、地方公共団体の長が文化財

の保護に関する事務を管理・執行できるようにするも

の。 

289 Ｂ 北海道 公立博物館の所管を地方公共

団体の首長とすることの容認 

 国の観光ビジョンや成長戦略に呼応し、歴史文化資

源を地方創生につなげるとともに２０２０年開設の

「国立アイヌ民族博物館」と共鳴する公立博物館との

協力体制等を確立するため、公立博物館の所管を教育

委員会が担う規定（博物館法第１９条）を、地方自治

体の実情に応じて、条例で所管部局を決定できるよう

改正を行うべきである。 
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２ 地方創生分野 

（２）地域資源の利活用等（つづき） 

 管理

番号 

区

分 
団体名 

提案事項 

（事項名） 
求める措置の具体的内容 全国市長会意見 

40 

245 Ｂ 香川県 奨学金を活用した大学生等の

地方定着促進要綱（平成 27 年

4 月 10 日付総財第 88 号自治

財政局長通知）及び奨学金を

活用した大学生等の地方定着

の促進について 

「奨学金を活用した大学生等の地方定着促進要綱」（平

成 27 年 4 月 10 日付総財第 88 号自治財政局長通知）

及び「奨学金を活用した大学生等の地方定着の促進に

ついて」（平成 27 年 4 月 10 日付 27 文科高第 94 号高

等教育局長通知）に基づく日本学生支援機構の無利子

奨学金を活用した奨学金の返還を支援する制度におい

て設定されている「地方創生に係る特別枠（地方創生

枠）100 名」の推薦については、日本学生支援機構の

「在学採用」に限り適用されているが、「予約採用」に

ついても適用をお願いするもの。 

意見なし 
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３ 防災・安全 

 管理

番号 

区

分 
団体名 

提案事項 

（事項名） 
求める措置の具体的内容 全国市長会意見 

41 

42 Ｂ 九州地方知

事会 

大規模災害時において都道府

県と区域内市区町村が一体と

なって被災自治体への支援を

行うための法制の見直し 

大規模災害発生時において、県域を越えた迅速かつ円

滑な広域応援が実施できるよう、災害対策基本法第七

十四条による応援職員の派遣要請を受けた都道府県

は、区域内市区町村に対し応援を求めることができる

旨、法的に明確化することを求める。 

提案団体の提案の実現に向けて、積極的な検

討を求める。 

 

42 

299 Ｂ 岩泉町  災害援護資金の貸付利率を

条例で引き下げることが可能

となるよう見直し 

 災害援護資金は、災害弔慰金の支給等に関する法律

に基づき、市町村が被災者に貸し付けるもので、市町

村は債権管理等の運営事務費に見合うものとして貸付

利率（年３％）を被災者より徴収しているところ。 

 この貸付利率（年３％）については、法律で定めら

れており、昨今の市中金利と比較して高いのではない

かと考えられ、被災者のニーズに対応できないため、

市町村が貸付利率を条例で引き下げることが可能とな

るように制度改正をお願いしたい。 

提案団体の提案の実現に向けて、積極的な検

討を求める。 

なお、見直しに当たっては、団体間による利

率の差異等について、合理的な説明が行える

よう必要な措置を講じるとともに、既貸付団

体に混乱が生じないような措置も併せて講じ

られたい。 
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全国市長会意見                                                      平成 29 年 9 月 1 日 

 

３ 防災・安全（つづき） 

 管理

番号 

区

分 
団体名 

提案事項 

（事項名） 
求める措置の具体的内容 全国市長会意見 

43 

108 Ｂ 由布市、大分

市、中津市、

日田市、佐伯

市、臼杵市、

竹田市、豊後

高田市、杵築

市、宇佐市、

豊後大野市、

国東市、日出

町、九重町、

玖珠町、姫島

村 

罹災証明に係る一連の手続

き・制度の見直し 

 『災害に係る住家の被害認定の一次調査における地

方公共団体の判断に基づく手続きの簡素化に向けた選

択可能な調査方法』、『被害の程度及び認定基準の区分

について、地方公共団体の判断に基づいた設定を可能

とする』以上２点を、災害に係る住家の被害認定基準

運用指針に明記すること。 

 また、被害認定事務において、官民の調査基準の統

一を行ったうえで調査の一本化を行うこと。さらに官

民の連携や関係機関等と連携した調査体制を構築する

ことや官民の調査結果の相互利用を可能とするなど、

調査の対応について複数の選択肢の検討を求める。 

提案団体の提案の実現に向けて、十分な検討

を求める。 

 

44 

281 Ｂ 兵庫県、滋賀

県、京都府、

和歌山県、京

都市 

地方自治体等が実施する災害

ボランティアツアーに係る旅

行業法の適用除外 

 地方自治体等が実施する災害ボランティアツアーに

ついては、旅行業法の適用除外とすること。 

提案団体の提案の実現に向けて、積極的な検

討を求める。 

45 

85 Ｂ 宮城県 河川管理施設の維持又は操作

等の委託をうけることができ

る者の要件の見直し 

河川法第 99条，河川法施行規則第 37条の 6 において，

河川管理施設の操作等は地方公共団体，河川協力団体

又は河川の維持管理に資する活動を行っている一般社

団法人若しくは一般財団法人とされているが，地域の

実情に応じてそれ以外の地元自治会や企業等にも委託

可能となるようにしていただきたい。 

提案団体の提案の実現に向けて、積極的な検

討を求める。 

なお、所管省からの回答が「現行法により対

応可能」となっているが、文書により十分な

周知を行うこと。 

 

 

 

 

 

3
4



全国市長会意見                                                      平成 29 年 9 月 1 日 

 

 

３ 防災・安全（つづき） 

 管理

番号 

区

分 
団体名 

提案事項 

（事項名） 
求める措置の具体的内容 全国市長会意見 

46 

21 Ｂ 豊田市 地方自治体の裁量により健全

性に応じた効率的な橋梁点検

を可能とする点検手法・頻度

等の弾力化・事務の簡素化 

初回点検を除く近接目視点検結果の健全性がⅠと診断

された橋梁（跨線橋、跨道橋を除く）については、健

全性に応じ地方自治体の裁量で適切なサイクルで点検

し、また小型無人機の新技術を活用した近接目視以外

の点検手法を導入し、効率的かつ安全性の高い橋梁点

検を可能とするよう、道路法施行規則第４条５の５に

おいて一律に定められている点検手法・頻度の弾力化

など事務の簡素化を求める。 

提案団体の提案の実現に向けて、積極的な検

討を求める。 

 

152 Ｂ 徳島県 新技術等を活用した橋梁点検

を可能とするための点検手法

の緩和 

近接目視が基本とされている橋梁点検について、高解

像度カメラや赤外線センサー等を搭載した車載カメラ

を用いた点検手法、ＩＯＴ、ＵＡＶ、次世代赤外線画

像判定支援システム等の新技術を活用した点検手法な

ど、安全かつ円滑な手法で効率的な点検が可能となる、

近接目視と同様の点検精度を持った、新技術による点

検を可能とするなど要件を緩和すること。 
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全国市長会意見                                                      平成 29 年 9 月 1 日 

 

３ 防災・安全（つづき） 

 管理

番号 

区

分 
団体名 

提案事項 

（事項名） 
求める措置の具体的内容 全国市長会意見 

47 

88 Ｂ ◎忍野村、市

川三郷町、早

川町、身延

町、南部町、

富士川町、昭

和町、道志

村、西桂町、

山中湖村、鳴

沢村、富士河

口湖町、小菅

村、丹波山村 

国土交通大臣の承認を受けた

無人航空機の飛行方法に係る

制度の見直し 

 航空法第 132 条の２の規定に基づき、国土交通大臣

の承認を受けた無人航空機の飛行方法について、飛行

空域となる当該市町村の意向が反映されるような仕組

みとなるよう見直しを求める。 

 

①大臣承認に関しては、現場の実情を把握している飛

行区域となる当該市町村に対し、同承認に関する情報

を共有することとする。 

 

②大臣承認を受けた無人航空機の飛行であっても、観

光客や観光資産に対して著しく影響を及ぼすことが明

白である悪質な飛行を確認した場合には、当該市町村

から現場での飛行方法の注意や中止を求めることが可

能となるようにする。 

提案団体の提案の実現に向けて、十分な検討

を求める。 

なお、所管省からの回答が「現行法により対

応可能」となっているが、事実関係について

提案団体との間で十分確認を行うべきであ

る。 
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全国市長会意見                                                      平成 29 年 9 月 1 日 

 

 

４ その他（地方公共団体の事務の見直し） 

 管理

番号 

区

分 
団体名 

提案事項 

（事項名） 
求める措置の具体的内容 全国市長会意見 

48 

39 Ａ 栃木県 原体製造業者及び原体輸入業

者の登録等に係る事務権限の

移譲 

毒物及び劇物取締法及び同施行令に基づく、原体の製

造を行う製造業者及び原体の輸入を行う輸入業者の登

録等に係る事務権限を都道府県に移譲すること。 

意見なし 

 

48 Ａ 九州地方知

事会 

原体を製造（輸入）する毒物

劇物製造（輸入）業登録等の

事務の国から都道府県への移

譲 

原体を製造（輸入）する毒物劇物製造（輸入）業登録

等の事務に係る権限を国から都道府県に移譲すること

を求める。 

49 

5 Ｂ 神奈川県 建設業法において国土交通大

臣に提出する許可申請書その

他の書類の都道府県の経由事

務の廃止 

国土交通大臣に提出する許可申請書その他の書類につ

いて都道府県知事を経由しなければならないこととさ

せている建設業法第 44 条の４の規定を改正すること

により、都道府県の経由事務を廃止し、国土交通大臣

への許可申請書その他の書類の提出先を所管の地方整

備局等に一本化することを求める。 

意見なし 

 

71 Ｂ 富山県 自転車競技法の開催届出に係

る都道府県経由事務の廃止 

自転車競技法の開催届出に係る都道府県経由事務の廃

止 

提案団体の提案の実現に向けて、積極的な検

討を求める。 

50 

311 Ｂ 塩尻市 教育委員会から委任を受けた

事務に関して教育長が行った

処分に係る審査庁の明確化 

教育委員会が教育長に委任した事務の行政処分につい

て、行政不服審査法の審査請求の審査庁を明確にする。 

提案団体の提案の実現に向けて、十分な検討

を求める。 

なお、所管省からの回答が「現行規定により

対応可能」となっているが、十分な周知を行

うこと。 
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全国市長会意見                                                      平成 29 年 9 月 1 日 

 

フォローアップ案件として重点事項となっているもの 

 提案事項 

（事項名） 
求める措置の具体的内容 全国市長会意見 

2 

放課後児童健全育成事業に係

る「従うべき基準」等の見直

し 

放課後児童支援員となるための認定資格研修の実施主体に指定都市を追加する。 

 

【28年フォローアップ案件】 

「指定都市においても、県と協議の上、研修

の実施について委託を受ける形で、研修を実

施することは現状でも可能」となっているが、

事実関係について提案団体との間で十分確認

を行うべきである。 

 

12 

サテライト型養護老人ホーム

の設置に係る「従うべき基準」

の見直し 

効率的な養護老人ホームの整備を進めるため、サテライト型養護老人ホームを設

置する際の本体施設として、介護老人保健施設、病院及び診療所に加えて、養護

老人ホームも可能とする。 

 

【28年フォローアップ案件】 

提案団体の提案の実現に向けて、十分な検討

を求める。 

20 

生活保護制度関連の見直し 急迫の場合等において資力があるにもかかわらず保護を受けた場合の返還金に

ついて、①不正受給の場合の徴収金と同様に、あらかじめ保護費と調整すること

（【28 年フォローアップ案件】）及び②破産法における取扱い等管理の在り方

（【27 年フォローアップ案件】）、を検討し、その結果に基づいて必要な措置を講

じる。 

 

 

提案団体の提案の実現に向けて、十分に検討

すること。 

なお、検討に当たっては、生活保護制度が、

憲法第 25条の理念に基づき、国民に対し最低

限度の生活を保障する制度であることに留意

すること。 

生活保護法第６３条に基づく債権の非免責債

権化等について十分に検討すること。 
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全国市長会意見                                                      平成 29 年 9 月 1 日 

 

 

フォローアップ案件として重点事項となっているもの（つづき） 

 提案事項 

（事項名） 
求める措置の具体的内容 全国市長会意見 

27 

駐車場出入口設置に係る規制

緩和 

路外駐車場の出入口を設置できないとされている「道路のまがりかどから五メー

トル以内の部分について、安全や交通渋滞の防止等の観点から、一定の場合、路

外駐車場の出入口を設置できるよう規制を緩和する。 

 

【28年フォローアップ案件】 

事実関係について提案団体との間で十分確認

を行うべきである。 

28 

町村の都市計画に係る都道府

県同意の廃止 

町村の都市計画決定に必要な都道府県の同意（市は協議）を廃止し、協議のみと

する（市と同様の制度とする。）。 

 

【26年フォローアップ案件】 

意見なし 

 

33 

公有地の拡大の推進に関する

法律に基づき取得した土地の

利用に関する規制の緩和 

公有地の拡大の推進に関する法律の手続により取得した土地について、利用制限

を緩和する。 

 

【28年フォローアップ案件】 

提案団体の意見を十分に尊重されたい。 

49 

都道府県経由事務の見直し 国に対して行う以下の申請等について、申請者等の利便性向上や、地方公共団体

の事務負担軽減のため、都道府県経由の義務付けを廃止する。 

・不動産鑑定士試験の受験申込 

 

【28年フォローアップ案件】 

意見なし 

 

51 

通知カードの住所変更に係 

る追記事務の見直し 

通知カードの住所変更に係る追記事務の負担軽減について、制度の運用実態や市

町村の意向に係る調査を行った上で、国民の利便性にも十分配慮しつつ、その結

果を踏まえて見直しを行う。 

 

【28年フォローアップ案件】 

提案団体の提案の実現に向けて、十分に検討

すること。 

 

3
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